
ポロス島における新型コロナウイルス対策 

 

２０２０年８月７日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

  ギリシャ市民保護省は、ポロス島における新型コロナウイルス感染者の増加によ

り、対策として次のとおり発表しました。 

本件措置は、８月７日午前６時から８月１７日午前６時までとなっていますが、延長

される可能性があります。 

 特に、同島内では、屋外、室内ともにマスクの着用が義務づけられており、違反者

には罰金を科す可能性もありますので、ご注意願います。 

 

１ 屋外、室内を問わず、マスクを着用しなければならない。 

２ パーティー、祭りの他、同様のイベントの開催を禁止する。 

３ ２３時から翌日７時までの飲食店等の営業を禁止する。 

４ 公共の場所のみならず、私有地においても９人以上集まることを禁止する。 

５ レストラン等では、１テーブルの利用は４人までとする（家族での利用は６人まで

可）。 

 

 現在，日本政府はギリシャへの渡航について，感染症危険情報「レベル３：渡航は

止めてください。（渡航中止勧告）」を発出していますので，ご留意ください。 
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